
札幌市カーリング場内壁面広告事業 募集要領  

 

 札幌市カーリング場内壁面広告事業に係る募集内容については、この要領によるもの

とする。 

 

１ 担当部局 

  〒060-0002 札幌市中央区北２条西１丁目 1 番地７ ORE 札幌ビル 9 階 

  札幌市スポーツ局スポーツ部施設課管理係  電話 011-211-3045 

 

２ 募集に付する事項 

 (1) 事 業 名  札幌市カーリング場内壁面広告事業 

 (2) 事業の内容等  広告掲載仕様書による。 

 (3) 決定方法  

  ア 広告事業参加申請書を提出した企業（以下「申請者」という。）が１社のみで

あった場合  

    申請者を広告掲出者とする。  

  イ 申請者が２社以上であった場合  

    札幌市内に事業所等（本社・支社等を問わない。以下同じ。）を有する申請者

を優先し、当該申請者が２社以上であった場合は、当該申請者の中から抽選によ

り選定する。  

    また、札幌市内に事業所等を有する申請者がいなかった場合は、すべての申請

者の中から抽選により選定する。  

   (ｱ) 抽選実施日時  

     令和５年２月 17 日（金）午前 11 時 00 分  

   (ｲ) 抽選実施場所  

     上記１に同じ。  

   (ｳ) その他  

     抽選を実施する場合は、抽選対象となる申請者に対し、令和５年２月 16 日

（木）までに FAX により通知するため、当該通知を受理した申請者は、代表

者又はその代理人が抽選に必ず参加すること。  

     なお、抽選に参加しなかった場合は、本件広告事業への参加を辞退したもの

と判断する。 

 

３ 募集要領の交付場所及び問い合わせ先 

  上記１に同じ 

 



４ 提出書類 

  札幌市カーリング場内壁面広告事業参加申請書 

 

５ 広告事業参加申請書の受付場所等 

 (1) 受付場所及び問い合わせ先 

   上記１に同じ 

 (2) 受付期間 

   令和５年２月２日（木）から令和５年２月 15 日（水）まで 

   (土・日曜日を除く。９時から 12 時、13 時から 17 時まで) 

 (3) 受付方法 

   持参 

 

６ 参加資格 

(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 札幌市競争入札参加資格者名簿（物品・役務）において、業種が「一般サービス業、

９広告業」に登録されている者であること。 

(3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）による更生手続開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）による再生手続開始の申立てが

なされている者（手続開始の決定後の者は除く。）等経営状態が著しく不健全な者で

ないこと。 

(4) 札幌市競争入札参加停止等措置要領の規定に基づく参加停止の措置を受けている

期間中でないこと。 

(5) 事業協同組合等の組合で当該組合の構成員が参加を希望していない者であること。 

(6) 札幌市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２５年条例第６号）第２条第２号に

規定する暴力団員又は同条例第７条第１項に規定する暴力団関係事業者(以下「暴力

団員等」という。)に該当しない者であること。 

 

 

７ その他 

 (1) 参加者に要求される事項 

   参加者は、本募集要領、仕様書等について、疑義がある場合は、関係職員に説明

を求めることはできるが、参加申請書提出後は、これらの不明を理由として異議を

申し出ることはできない。 

 (2) 広告掲出選定の取消し 

   広告掲出予定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すも

のとする。 



  ア 広告掲出予定者が辞退をしたとき、又は市長の指定した期日内に事業を実施し

ないとき。 

  イ 選定にあたり不正な行為をしたと認められるとき。 

  ウ その他参加の条件に欠けていたとき。 

 (3) 広告掲出選定通知書 別紙のとおり 

    広告掲出者を決定したときは、遅滞なく広告掲出選定通知書を送付するものと

する。 

(4) 目的外使用許可の申請 

広告掲出選定通知書送付後、細部について協議を行ったうえで、改めて、広告掲

出者は使用許可申請書を提出するものとする。 

 

８ 使用料 

  行政財産使用許可書の送付後、納入通知書により使用料を請求するため、請求の日

から 20 日以内に納入すること。 

  令和６年２月上旬頃から８か月程度、施設の改修工事により休館を予定しているた

め、その間の使用料については別途協議する。 

使用料は、原則、一括して請求するが、休館期間を含む年度の使用料については、

2 分割若しくは 4 分割で請求する。 

 

９ 期間の延長 

  許可期間（広告掲出期間）については、期間終了の 60 日前までに広告掲出申込書及

び行政財産使用許可申請書を提出し期間の延長を申し出ることができる。この場合、

延長する期間及び使用料は次表のとおりとする。なお、許可期間（広告掲出期間）の

延長は最長で令和 10 年３月 31 日までとする。 

  許可期間（広告掲出期間）の延長に係る申請があった場合、許可の可否について、

その都度検討し、その結果を申請者に通知する。 

 【延長する期間及び使用料】 

許可期間（広告掲出期間） 使用料 

令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 1,177,542 円（※） 

令和６年４月１日～令和７年３月 31 日 1,177,542 円（※） 

令和７年４月１日～令和８年３月 31 日 1,177,542 円 

令和８年４月１日～令和９年３月 31 日 1,177,542 円 

令和９年４月１日～令和 10 年３月 31 日 1,177,542 円 

 （※）改修工事により休館期間がある場合は、期間中の使用料について減免を行う。 


